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（趣旨） 

第１条 この規程は、和歌山大学大学院研究科運営規程（以下「研究科運営規程」とい

う。）第２条の規定に基づく和歌山大学大学院観光学研究科会議（以下「研究科会議」と

いう。）に関し、必要な事項について定めるものとする。 

（構成） 

第２条 研究科会議は、研究科長及び研究科の専任教員をもって構成する。ただし、博士前

期課程、専門職学位課程及び博士後期課程それぞれに係る事項を審議するときは、研究科

長及び当該課程の専任教員をもって構成するものとする。 

（審議事項） 

第３条 研究科会議は、研究科運営規程第４条の事項を審議する。 

（研究科長） 

第４条 研究科長は、観光学部長をもって充てる。 

（議長） 

第５条 研究科長は、研究科会議を招集して、その議長となる。 

２ 研究科長に事故のあるときは、あらかじめ研究科長が指名した教授がその職務を代行す

る。 

（議事） 

第６条 研究科会議の成立には、構成員の過半数の出席を必要とする。 

２ 議事は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。ただし、学位の授与に関しては、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

３ 長期出張、休職及び病気休暇その他の事由により１か月以上不在の構成員は、第１項の

構成員数に算入しない。 

（構成員以外の者の出席） 

第７条 研究科会議は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

（審議事項の付託） 

第８条 研究科会議は、第３条に定める審議事項の一部について、研究科運営規程第５条第

１項に規定する代議員会として、専攻会議に付託し、専攻会議の議決をもって研究科会議

の議決とする。 

２ 前項の代議員会として専攻会議に付託する事項については、研究科会議において別に定

める。 

３ 専攻会議は、審議を付託された事項について、専攻会議後直近の研究科会議に審議事項

を報告する。 

４ 前３項に規定する場合の専攻会議に関し、必要な事項は、別に定める。 

（雑則） 

第９条 その他研究科会議に関し必要な事項は、研究科会議の議を経て研究科長が定める。 

  附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
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  附 則（平成２５年２月２２日一部改正:法人和歌山大学規程第１３７２ 

号） 

この改正規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１５１８号） 

この改正規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日一部改正：法人和歌山大学規程第１６１７号） 

この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５８４号） 

この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 


